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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　光源と、該光源からの光を拡散させて面発光させる導光体との組み合わせを複数個備え
た照明装置において、
　第１反射シートは、上記各導光体の出射面を有する面の反対側に、上記反対側の面を個
々に覆うように設けられており、
　第２反射シートは、少なくとも、隣接する２つの上記導光体が重ならないように連なる
部分にできる第１の隙間において、上記第１反射シートが存在しない領域を覆うように、
上記２つの導光体間に跨って、上記反対側の面側に設けられていることを特徴とする照明
装置。
【請求項２】
　光源と、該光源からの光を拡散させて面発光させる導光体との組み合わせを複数個備え
、隣り合う導光体同士は重なりを持たないように構成された照明装置において、
　第１反射シートは、上記各導光体の出射面と対向する対向面を個々に覆うように設けら
れていると共に、
　第２反射シートは、隣り合う導光体同士の間に形成された第１の隙間を覆うように上記
導光体の対向面側に配置されていることを特徴とする照明装置。
【請求項３】
　光源と、該光源からの光を拡散させて面発光させる導光体との組み合わせを複数個備え
、上記導光体は、それぞれ、出射面を有する発光部と、該発光部へ上記光源からの光を導
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く導光部とを有し、一方の導光体の導光部に、該一方の導光体に隣り合う他方の導光体の
発光部が乗り上げるように配置されてなる照明装置において、
　第１反射シートは、上記各導光体の出射面と対向する対向面を個々に覆うように設けら
れていると共に、
　第２反射シートは、少なくとも、隣接する２つの上記導光体が重ならないように連なる
部分にできる第１の隙間を覆うように、上記導光体の対向面側に配置されていることを特
徴とする照明装置。
【請求項４】
　上記第１反射シートと上記第２反射シートとは、少なくとも部分的に重なりを持つよう
に設けられていることを特徴とする請求項１から３の何れか１項に記載の照明装置。
【請求項５】
　上記第２反射シートは、上記一方の導光体の導光部と上記他方の導光体の発光部とが接
する面の少なくとも一部を覆うように設けられていることを特徴とする請求項３に記載の
照明装置。
【請求項６】
　上記第２反射シートは、上記一方の導光体の導光部と上記他方の導光体の発光部とが接
する面のうち、少なくとも、上記一方の導光体の導光部に設けられた光源の上方の領域を
覆うように設けられていることを特徴とする請求項３または５に記載の照明装置。
【請求項７】
　上記第２反射シートは、両面反射シートであることを特徴とする請求項３、５または６
に記載の照明装置。
【請求項８】
　上記第２反射シートは、隣接する上記２つの導光体が重なるように連なる部分にできる
第２の隙間へ延在して配置されていることを特徴とする請求項１、３、５～７の何れか１
項に記載の照明装置。
【請求項９】
　上記第２反射シートは、隣接する２つの上記導光体が重ならないように連なる方向に複
数枚配置され、かつ、その複数枚の第２反射シート間の継ぎ目に隙間ができないように設
けられていることを特徴とする請求項１から８の何れか１項に記載の照明装置。
【請求項１０】
　上記第１反射シートは、第１の接着部により、上記導光体に接着されていることを特徴
とする請求項１から９の何れか１項に記載の照明装置。
【請求項１１】
　上記第１反射シートは、上記導光体の上記反対側の面における端部分にて、上記第１の
接着部により接着されていることを特徴とする請求項１０に記載の照明装置。
【請求項１２】
　上記第１反射シートは、第２の接着部により、上記第２反射シートに接着されているこ
とを特徴とする請求項１から１１の何れか１項に記載の照明装置。
【請求項１３】
　上記第２反射シートは、第３の接着部により、上記導光体が装着される基板に接着され
ていることを特徴とする請求項１から１２のいずれか１項に記載の照明装置。
【請求項１４】
　請求項１から１３の何れか１項に記載の照明装置の発光面上には、光学部材が設けられ
ていることを特徴とする面光源装置。
【請求項１５】
　請求項１４に記載の面光源装置をバックライトとして備えていることを特徴とする液晶
表示装置。
【請求項１６】
　光源と、該光源からの光を拡散させて面発光させる導光体との組み合わせを複数個備え
た照明装置において、
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　第１反射シートは、上記各導光体の出射面を有する面の反対側に、上記反対側の面を個
々に覆うように設けられており、
　第２反射シートは、少なくとも、隣接する２つの上記導光体が重ならないように連なる
部分にできる第１の隙間において、上記第１反射シートが存在しない領域を覆うように、
上記反対側の面側に設けられていることを特徴とする照明装置。
【請求項１７】
　上記導光体の出射面における、相対的な暗所に対応する上記反対側の面側には、少なく
とも、上記第１反射シートと上記第２反射シートとが重なりを持つように設けられている
ことを特徴とする請求項１～３、１６の何れか１項に記載の照明装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、液晶表示装置のバックライトなどとして利用される照明装置、面光源装置、
および、この面光源装置を備えている液晶表示装置に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　近年、ブラウン管（ＣＲＴ）に代わり急速に普及している液晶表示装置は、省エネ型、
薄型、軽量型等の特長を活かし液晶テレビ、モニター、携帯電話等に幅広く利用されてい
る。これらの特長をさらに活かす方法として液晶表示装置の背後に配置される照明装置（
いわゆるバックライト）の改良が挙げられる。
【０００３】
　照明装置であるバックライトは、主にサイドライト型（エッジライト型ともいう）と直
下型とに大別される。サイドライト型は、液晶表示パネルの背後に導光板が設けられ、導
光板の端部に光源が設けられた構成を有している。光源から出射した光は、導光板で反射
して間接的に液晶表示パネルを均一照射する。この構造により、輝度は低いが、薄型化を
図った照明装置が実現できる。そのため、サイドライト型の照明装置は、携帯電話、ノー
トパソコン等のような中小型液晶ディスプレイに主に採用されている。
【０００４】
　また、直下型の照明装置は、液晶表示パネルの背後に光源を複数個配列し、液晶表示パ
ネルを直接照射する。したがって、大画面でも高輝度が得やすく、２０インチ以上の大型
液晶ディスプレイで主に採用されている。しかし、現在の直下型の照明装置は、厚みが約
２０ｍｍ～４０ｍｍ程度もあり、ディスプレイの更なる薄型化には障害となる。
【０００５】
　大型液晶ディスプレイで更なる薄型化を目指すには、光源と液晶表示パネルとの距離を
近づけることで解決可能だが、その場合光源の数を多くしなければ、照明装置の輝度均一
性を得る事はできない。その一方で、光源の数を増やすとコストが高くなる。そのため、
光源の数を増やすことなく、薄型で輝度均一性に優れた照明装置の開発が望まれている。
【０００６】
　従来、これらの問題を解決するため、複数個の導光体ユニットを並べることで構成され
る照明装置を用いることで、大型液晶ディスプレイを薄型化するという試みがなされてい
る。
【０００７】
　特許文献１には、図８の（ａ）に示すように、異なる波長の単色光を発生させるＬＥＤ
が所定間隔で並列配置されている複数のＬＥＤアレイ光源２０２を用いた構成の面光源装
置２０１について開示されている。
【０００８】
　上記面光源装置２０１の第１導光体２０４は、水平に配置された上面とこの上面に対し
て傾斜して配置された下面とを備えたくさび形の断面形状を有するとともに、厚い側の端
面が第１単色光混合部材（導光部）２０８を介して、各ＬＥＤアレイ光源２０２に対向し
て配置されている。
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【０００９】
　なお、第２導光体２０６は、水平に配置された下面とこの下面に対して傾斜して配置さ
れた上面とを備えたくさび形の断面形状を有するとともに、上記第１導光体２０４の反対
側であり、厚い側の端面が第２単色光混合部材（導光部）２１０を介して各ＬＥＤアレイ
光源２０２に対向して配置されている。
【００１０】
　さらに、第１単色光混合部材（導光部）２０８または、第２単色光混合部材２１０（導
光部）を伝搬中に、上方へ抜けようとする光成分は反射材２１４によって、下方へ抜けよ
うとする光成分は反射板２２２によって、それぞれ反射され、第１単色光混合部材（導光
部）２０８または、第２単色光混合部材２１０（導光部）内に戻される構成となっている
ことが記載されている。
【００１１】
　また、特許文献２には、図８の（ｂ）に示すように、矩形状光出射面３１８ａと、その
一辺に略平行かつその略中央部に位置する厚肉部と、厚肉部に略平行に形成される１対の
薄肉端部と、厚肉部の略中央で、上記光出射面３１８ａと逆側に形成され、棒状光源を収
納する平行溝と、厚肉部から両側の薄肉端部のそれぞれに向かって肉厚が薄くなり、傾斜
背面を形成する傾斜背面部とで構成される透明な導光板ユニット３１８を複数有し、隣接
する導光板ユニット３１８の上記薄肉端部は連結され、連結された導光板ユニット３１８
の光出射面が、同一平面上に配置される面光源装置３０２が開示されている。
【００１２】
　さらに、上記面光源装置３０２は、光源３１２、拡散シート３１４と、拡散板３１６と
、プリズムシート３１７と、反射シート３２２とを備えている。
【００１３】
　また、上記反射シート３２２は、上記導光板ユニット３１８の背面から漏洩する光を反
射して、再び上記導光板ユニット３１８に入射させるためのものであり、光の利用効率を
向上させることができる。このような上記反射シート３２２は、上記導光板ユニット３１
８の下面（傾斜面）を覆うように形成されることが記載されている。
【００１４】
　また、特許文献３には、図８の（ｃ）に示すように、複数の面発光ユニットＵ２が互い
に平行に配列されている構成のタンデム型面光源装置が開示されている。各面発光ユニッ
トＵ２は、屈折率ｎｇの板状の導光体４０３を有する。上記導光体４０３の裏面４３４上
の漏光モジュレータ４０８は、第１及び第２の屈折率領域部４８１、４８２を有する複合
層４８０と第３の屈折率層４８３とを備えているとともに、上記漏光モジュレータ４０８
の表面には、複数のプリズム列４０９が備えられた構成である。上記構成であるため、発
光面の輝度分布において、所要の方向の輝度を高くすることができ、表示装置のバックラ
イトとして用いた場合に表示画像の品位を向上させることができると記載されている。
【００１５】
　また、上記複数のプリズムの列４０９に隣接して光反射素子４０５が配置されており、
すなわち、プリズム列４０９の形成された第３の屈折率層４８３に対向して光反射素子４
０５が配置されている。この光反射素子４０５が、光源４０１のリフレクタ４０２に連な
ってこれと一体的に形成されている構成、さらには、漏光モジュレータ４０８などの付さ
れた導光体の先端部分の側端面にまで延びている構成、光反射素子４０５と一体的に形成
された上記光源４０１のリフレクタ４０２が上記導光体の切欠段部４３５（隣接する面発
光ユニットの導光体並びにそれに付された漏光モジュレータ４０８及びプリズム列４０９
の導光体光入射端面と反対側の先端部分Ｅを受け入れて当該位置に保持する機能を有する
）の底面上にまで延びている構成について記載されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１６】
【特許文献１】日本国公開特許公報「特開２００６－２６９３６５号公報（公開日：２０
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０６年１０月５日）」
【特許文献２】日本国公開特許公報「特開２００６－３０１５１８号公報（公開日：２０
０６年１１月２日）」
【特許文献３】日本国公開特許公報「特開２００６－１０８０３３号公報（公開日：２０
０６年４月２０日）」
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１７】
　ところが、上記のように例示した導光体は、導光体同士の損傷、照明装置の薄型化、製
造上の誤差等を考慮して、マイナス公差で製造されるのが一般的であり、そのため、導光
体間の継ぎ目部分には、マイナス公差分の隙間が生じる。
【００１８】
　上記のような導光体の製造上の問題点に基づいて、導光体間の継ぎ目部分に発生する隙
間は、上記導光体の出射面が連なって形成される発光面上において、非発光領域として見
えてしまう。このため、このように複数の導光体が連なってなる照明装置を表示装置のバ
ックライトとして用いた場合には、上記発光面上に輝度ムラが発生し、表示画像の品位の
低下を招いてしまうという問題が発生する。また、暗線部分となることによりバックライ
トとして見た場合の輝度効率が低下するという問題も発生する。
【００１９】
　しかしながら、上記特許文献１～３においては、導光体間の継ぎ目部分に発生する隙間
による表示画像の品位低下には、全く着目されておらず、上記隙間部分には何ら工夫もな
されてないため、上記隙間部分は、全く発光せず、暗線となってしまうのである。
【００２０】
　本発明は、上記の問題点に鑑みてなされたものであり、各導光体間に隙間が出来たとし
ても、薄型で、発光面における輝度の均一性をより向上させることのできる照明装置を提
供することを目的とする。
【００２１】
　また、上記照明装置を備えることにより、薄型で、発光面における輝度の均一性をより
向上させることのできる面光源装置を提供することを目的とする。
【００２２】
　また、上記面光源装置をバックライトとして備えることにより、表示品位が良好であり
、かつ薄型の液晶表示装置を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００２３】
　本発明の照明装置は、上記の課題を解決するために、光源と該光源からの光を拡散させ
て面発光させる導光体との組み合わせを複数個備えた照明装置において、第１反射シート
は、上記各導光体の出射面を有する面の反対側に、上記反対側の面を個々に覆うように設
けられており、第２反射シートは、少なくとも、隣接する２つの上記導光体が重ならない
ように連なる部分にできる第１の隙間において、上記第１反射シートが存在しない領域を
覆うように、上記２つの導光体間に跨って、上記反対側の面側に設けられていることを特
徴としている。
【００２４】
　＜導光体が重ならないように連なる部分にできる第１の隙間＞
　既に上述したように、導光体は、導光体同士の損傷、照明装置の薄型化、製造上の誤差
等を考慮して、マイナス公差で製造されるのが一般的であり、そのため、導光体間の継ぎ
目部分には、マイナス公差分の隙間が生じ、このような隙間は、上記導光体の出射面が連
なって形成される発光面上においては、非発光領域として見えてしまうのである。したが
って、このように複数の導光体が連なってなる照明装置を表示装置のバックライトとして
用いた場合には、上記発光面上に輝度ムラが発生し、表示画像の品位の低下を招いてしま
う。



(6) JP 5198570 B2 2013.5.15

10

20

30

40

50

【００２５】
　なお、導光体が重ならないように連なる部分にできる隙間（第１の隙間と呼ぶ）とは、
複数の導光体が同一平面上において連なるときに、隣り合う導光体同士の間に発生する隙
間をいう。例えば、複数の導光体が互いに重ならないように２次元的に並んで配置される
照明装置（タイル式照明装置）においては、隣り合う導光体間に生じる隙間は、１つの導
光体の全周（例えば、平面形状が矩形の場合、該矩形の四辺）において、導光体が重なら
ないように連なる部分にできる隙間、すなわち第１の隙間となる。つまり、タイル式照明
装置において発生する隙間は、隙間の種類として、全て上記第１の隙間となる。
【００２６】
　一方、一方の導光体の導光部に、該一方の導光体に隣り合う他方の導光体の発光部が乗
り上げるように配置される照明装置（タンデム式照明装置）においては、上記第１の隙間
のほかに、別形態の隙間が発生する。つまり、２種類の隙間、すなわち、導光体が重なら
ないように連なる部分にできる上記第１の隙間と、導光体が重なるように連なる部分にで
きる隙間（第２の隙間と呼ぶ）とがそれぞれ存在する。したがって、上記構成では、タイ
ル式照明装置およびタンデム式照明装置のいずれにおいても発生する上記第１の隙間に着
目している。
【００２７】
　＜第１反射シート＞
　上記構成によれば、第１反射シートは、上記各導光体の出射面を有する面の反対側に、
上記反対側の面を個々に覆うように設けられている。すなわち、上記第１反射シートは、
上記導光体のそれぞれにおける上記反対側の面から抜けていく光を反射し、上記導光体に
戻すことにより、個々の導光体の光利用効率を向上させる役割をしている。
【００２８】
　なお、一般的な導光体は、光源の光を導光体の内面で全反射させ、その全反射を繰り返
すことによって、出射面へと導光するようになっている。この導光体へ入射する光は、全
反射臨界角以下で入射された場合、全反射することなく、導光体の内面から外部へ抜け出
てしまう。そこで、上記第１反射シートは、上記各導光体の出射面を有する面の反対側の
面（以下、導光体の裏面と呼ぶ）に設けられているため、この裏面から外部へ抜けてしま
う光を反射し、上記導光体に戻すように構成されている。
【００２９】
　＜第２反射シート＞
　上記第２反射シートは、上述した第１の隙間を覆うように、上記２つの導光体間に跨っ
て、上記導光体の裏面に設けられているので、上記隙間に反射シートが存在しないために
発生する暗線を防ぐことができる。
【００３０】
　したがって、上記第２反射シートを設けることにより、発光面全体の輝度ムラを改善す
ることができる。
【００３１】
　＜反射シート２枚構成の必要性＞
　上述した上記隙間を覆う際に１枚の反射シートのみを用いた場合は、長い１枚ものの反
射シートを用いて上記第１の隙間を覆う構成が考えられる。しかし、反射シートの長さが
長くなると、反射シートを導光体に設ける工程において、位置決定や固定が難しくなり、
作業性が落ちるとともに、反射シートの熱収縮により、皺が発生し、反射シートが導光体
から浮きやすくなってしまうなどの問題が発生する。
【００３２】
　上記の長い反射シートとは逆に、短い反射シートを用いて、上記第１の隙間を覆うべく
、各導光体間に跨って反射シート設けた場合には、反射シートが短いために、反射シート
の繋ぎ目部分に反射シートが存在しない領域が発生してしまうという問題がある。
【００３３】
　したがって、本発明においては、第１反射シートおよび第２反射シートの２枚の反射シ
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ートを用いる構成とし、１枚構成の問題の解消を図っている。
【００３４】
　＜反射シートの形状関連＞
　上記第１反射シートまたは、第２反射シートの長さが長くなると上述したような問題が
発生するため、本発明において、第１反射シートは、上記各導光体の裏面を個々に覆うよ
うに設けており、第２反射シートは、上記２つの導光体間に跨って設ける構成としている
。したがって、上記第１反射シート及び第２反射シートの形状および大きさは、各導光体
の形状および大きさの影響を受ける構成となっている。
【００３５】
　また、本発明の照明装置は、上記の課題を解決するために、光源と、該光源からの光を
拡散させて面発光させる導光体との組み合わせを複数個備えた照明装置において、第１反
射シートは、上記各導光体の出射面を有する面の反対側に、上記反対側の面を個々に覆う
ように設けられており、第２反射シートは、少なくとも、隣接する２つの上記導光体が重
ならないように連なる部分にできる第１の隙間において、上記第１反射シートが存在しな
い領域を覆うように、上記反対側の面側に設けられていることを特徴としている。
【００３６】
　本発明においては、上記第２反射シートの長さが上述したような問題とならない限り、
第２反射シートは、少なくとも、隣接する２つの上記導光体が重ならないように連なる部
分にできる第１の隙間において、上記第１反射シートが存在しない領域を覆うように、設
けられている。
【００３７】
　よって、上記第２反射シートが複数の第１の隙間を覆うように、上記導光体に対して部
分的に設けられていてもよい。
【００３８】
　以上の構成によれば、第２反射シートは、上記第１の隙間において、上記第１反射シー
トが存在しない領域を覆うように、上記導光体の裏面に設けられていると共に、第１反射
シートを複数の導光体に個別に設けることで、長い第１反射シートを使用せずに、薄型で
、発光面における輝度の均一性をより向上させることのできる照明装置を実現することが
できる。
【００３９】
　本発明の照明装置は、上記の課題を解決するために、光源と、該光源からの光を拡散さ
せて面発光させる導光体との組み合わせを複数個備え、隣り合う導光体同士は重なりを持
たないように構成された照明装置において、第１反射シートは、上記各導光体の出射面と
対向する対向面を個々に覆うように設けられていると共に、第２反射シートは、隣り合う
導光体同士の間に形成された第１の隙間を覆うように上記導光体の対向面側に配置されて
いることを特徴とする。
【００４０】
　上記の構成では、隣り合う導光体同士は重なりを持たないように構成されているので、
上記照明装置は、既に説明したタイル式の照明装置である。したがって、隣り合う導光体
同士の間に形成された隙間は、全て、導光体が重ならないように連なる部分にできる第１
の隙間となる。
【００４１】
　なお、「第１の隙間を覆う」とは、導光体の対向面と、隣り合う導光体の対向面の間に
できる第１の隙間に第２反射シートが存在するように、あるいは、該第１の隙間を第２反
射シートが隠すようにとの意味であり、第１の隙間の凹部を第２反射シートが充填すると
の意味ではない。
【００４２】
　上記の構成によれば、既に説明したとおり、第２反射シートは、上記第１の隙間を覆う
ように、第１反射シートとは別に上記導光体の対向面側に設けられているため、第１反射
シートを複数の導光体に個別に設けることで、長い第１反射シートを使用せずに、薄型で
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、発光面における輝度の均一性をより向上させることのできる照明装置を実現することが
できる。
【００４３】
　光源と、該光源からの光を拡散させて面発光させる導光体との組み合わせを複数個備え
、上記導光体は、それぞれ、出射面を有する発光部と、該発光部へ上記光源からの光を導
く導光部とを有し、一方の導光体の導光部に、該一方の導光体に隣り合う他方の導光体の
発光部が乗り上げるように配置されてなる照明装置において、第１反射シートは、上記各
導光体の出射面と対向する対向面を個々に覆うように設けられていると共に、第２反射シ
ートは、少なくとも、隣接する２つの上記導光体が重ならないように連なる部分にできる
第１の隙間を覆うように、上記導光体の対向面側に配置されていることを特徴とする。
【００４４】
　上記の構成では、一方の導光体の導光部に、該一方の導光体に隣り合う他方の導光体の
発光部が乗り上げるように配置されているので、上記照明装置は、既に説明したタンデム
式の照明装置である。したがって、ここでは、タンデム式の照明装置に特有の上記第１の
隙間に着目している。
【００４５】
　上記の構成によれば、既に説明したとおり、第２反射シートは、上記第１の隙間を覆う
ように、第１反射シートとはずらして設けることで、反射シートの熱収縮による皺の発生
や、導光体からの浮きを防止すると共に、薄型で、発光面における輝度の均一性をより向
上させることのできる照明装置を実現することができる。
【００４６】
　上記第１反射シートと上記第２反射シートとは、少なくとも部分的に重なりを持つよう
に設けられていることが好ましい。
【００４７】
　上記の構成において、第１反射シートと第２反射シートとが部分的に重なりを持つとは
、部分的に２層に積層されていることを意味している。
【００４８】
　このように、第１反射シートと第２反射シートの積層構造を、少なくとも部分的に採用
したことにより、上記導光体の裏面から抜けていく光の反射率が向上するため、輝度効率
を改善することができる。
【００４９】
　なお、例えば、第１反射シートが設けられた導光体の上記裏面に設ける第２反射シート
の面積を大きくするほど、上記積層構造の面積が大きくなるので、第１反射シートによっ
て反射されず、抜けていく光を第２反射シートで反射することができるので、反射率が向
上し、輝度効率をさらに改善することができる。
【００５０】
　また、上記タンデム式の照明装置では、一方の導光体の導光部に、該一方の導光体に隣
り合う他方の導光体の発光部が乗り上げるように配置されているため、上記一方及び他方
の導光体に設けられたそれぞれの光源からの光は、他方の導光体の裏面に設けた第１及び
第２の反射シートにより、上記一方及び他方の導光体の発光量に影響を与えることなく、
導光させることが出来るため、発光面に輝度ムラを発生することなく輝度均一性に優れた
照明装置となる。
【００５１】
　よって、上記第１反射シートと上記第２反射シートを積層構造とする事により、第１反
射シートの遮蔽率を改善し、暗表示の適切化および上記輝度ムラの改善を図ることができ
る。
【００５２】
　上記タンデム式の照明装置では、上記第２反射シートは、上記一方の導光体の導光部と
上記他方の導光体の発光部とが接する面の少なくとも一部を覆うように設けられているこ
とが好ましい。
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【００５３】
　タンデム式の照明装置においては、上記他方の導光体の発光部の下側に接して、上記一
方の導光体の導光部が配置されている。上記の構成によれば、第２反射シートは、第１の
隙間を覆うのみならず、上下に重なり合った２つの導光体同士の互いに接する面の少なく
とも一部を覆うように設けられている。すなわち、上記第２反射シートは、上記一方の導
光体の導光部の上面（出射面側の面）と上記他方の導光体の発光部の下面（出射面と反対
側の面）とが重なる領域の少なくとも一部を覆うように、上記各導光体の裏面側に設けら
れている。
【００５４】
　これにより、上記他方の導光体の上記対向面に設けられた第１反射シートに対して、第
２反射シートが部分的に積層した構造となる。したがって、既に説明したように、上記他
方の導光体に設けられた第１反射シートの反射率の改善効果と、当該第１反射シートが、
上記一方の導光体の光源から出射された光を遮蔽する遮蔽率の改善効果とを得ることがで
きる。
【００５５】
　上記第２反射シートは、上記一方の導光体の導光部と上記他方の導光体の発光部とが接
する面のうち、少なくとも、上記一方の導光体の導光部に設けられた光源の上方の領域を
覆うように設けられていることが好ましい。
【００５６】
　これにより、上記一方の導光体の光源から出射された光を最も遮蔽しやすい位置に、上
記第２反射シートを設けたので、上記他方の導光体に設けられた第１反射シートが、上記
一方の導光体の光源から出射された光を遮蔽する効果を得やすくなる。
【００５７】
　タンデム式の照明装置において、上記第２反射シートは、両面反射シートであることが
好ましい。
【００５８】
　タンデム式の照明装置では、一方の導光体の導光部に、該一方の導光体に隣り合う他方
の導光体の発光部が乗り上げるように配置されているので、上記他方の導光体の下方に、
上記一方の導光体の光源が位置し、第２反射シートは、一方の導光体の導光部と他方の導
光体の発光部とに挟まれる位置に配置されている。
【００５９】
　上記の構成によれば、上記第２反射シートは、上記一方の導光体の上面（出射面側の面
）から他方の導光体の裏面へ抜けていく光の少なくとも一部を反射し、上記一方の導光体
に戻す働きをする。これにより、個々の導光体の光利用効率を向上させることができる。
【００６０】
　なお、一般的な導光体は、光源の光を導光体の内面で全反射させ、その全反射を繰り返
すことによって、出射面へと導光するようになっている。上記一方の導光体の上面におい
ては、導光体を構成する材質によって決まる全反射臨界角以下で入射する光は、全反射す
ることなく外部へ（つまり、他方の導光体の方へ）抜け出てしまう。そこで、上記第２反
射シートは、上記各導光体の上面から抜けてしまう光の少なくとも一部を反射し、上記導
光体に戻すように構成されている。
【００６１】
　上記構成によれば、上記第２反射シートは、上記一方の導光体に光を戻す役割をするた
め、光の利用効率を向上させることができる。
【００６２】
　なお、上記第２反射シートが一方の導光体に光を戻す上記の効果は、少なくとも上記第
１の隙間に第２反射シートが設けられていれば得られるが、その効果の程度は、上記第１
反射シートと積層するように第２反射シートを設ける方が、第２反射シートの面積が大き
くなるので、増大する。したがって、上記一方の導光体の導光部と上記他方の導光体の発
光部とが接する面の少なくとも一部を覆うように、上記第２反射シートを設けると、その
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効果の程度は、さらに大きくなり、上記一方の導光体の導光部に設けられた光源の上方の
領域を覆うように、上記第２反射シートを設けると、その効果の程度は、さらに一層大き
くなる。
【００６３】
　タンデム式の照明装置では、上記第２反射シートは、隣接する上記２つの導光体が重な
るように連なる部分にできる第２の隙間へ延在して配置されていることが好ましい。
【００６４】
　＜導光体が重なるように連なる部分にできる第２の隙間＞
　既に上述したように、導光体は、導光体同士の損傷、照明装置の薄型化、製造上の誤差
等を考慮して、マイナス公差で製造されるのが一般的であり、そのため、導光体間の継ぎ
目部分には、マイナス公差分の隙間が生じ、このような隙間は、上記導光体の出射面が連
なって形成される発光面上においては、非発光領域として見えてしまうのである。したが
って、このように複数の導光体が連なってなる照明装置を表示装置のバックライトとして
用いた場合には、上記発光面上に輝度ムラが発生し、表示画像の品位の低下を招いてしま
う。
【００６５】
　なお、導光体が重なるように連なる部分にできる第２の隙間とは、例えば、出射面を有
する発光部と、該発光部へ光源からの光を導く導光部とを有する導光体において、一方の
導光体の導光部に、該一方の導光体に隣り合う他方の導光体の発光部が乗り上げるように
配置された場合に、このような配置で隣り合う２つの導光体の各出射面同士の繋ぎ目部分
にできる隙間をいう。
【００６６】
　上記導光体が重なるように連なる部分にできる第２の隙間も、上述した第１の隙間と同
じように、反射シートが存在しないため、暗所となるのである。
【００６７】
　上記構成によれば、上記第２反射シートが、上記第２の隙間へ延在して配置されている
ため、上記第２の隙間の一部または全部を第２反射シートが覆っている。これにより、反
射シートが存在しないため発光部より暗い暗所となる事態を防ぐことができる。したがっ
て、第１反射シートを複数の導光体に個別に設けることで、長い第１反射シートを使用せ
ずに、薄型で、発光面における輝度の均一性をさらに向上させることのできる照明装置を
実現することができる。
【００６８】
　本発明の照明装置において、上記第２反射シートは、隣接する２つの上記導光体が重な
らないように連なる方向に複数枚配置され、かつ、その複数枚の第２反射シート間の継ぎ
目に隙間ができないように設けられていることが好ましい。
【００６９】
　上記構成によれば、上記第２反射シートは、隣接する２つの上記導光体が重ならないよ
うに連なる部分にできる上記第１の隙間を覆うのみならず、各導光体の裏面に設けられた
第１反射シートと重なるように、かつ隙間なく設けられている。
【００７０】
　ここで、第２反射シート間の継ぎ目に隙間ができないように、第２反射シートが設けら
れているとは、導光体が重ならないように連なる方向に沿って、第１反射シートの上で隣
り合う第２反射シート同士をピッタリと隣接するように配置すること、あるいは、第２反
射シート同士が継ぎ目で重なりを持ち、継ぎ目のところで完全に隙間ができないように配
置したことの両方を意味する。
【００７１】
　つまり、導光体が重ならないように連なる方向に沿って、第１反射シートの上で隣り合
う第２反射シート同士の間に隙間ができると、その隙間では、第１反射シートのみが存在
することになる。この場合、第１反射シートと第２反射シートとが積層された状態に比べ
て、反射率が低減し、輝度ムラの原因となるおそれがある。
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【００７２】
　したがって、上記の構成を採用することによって、輝度ムラの原因となるおそれをなく
すことができる。
【００７３】
　この結果、各導光体の裏面において、第２反射シートが存在せず、第１反射シートだけ
が存在するといった領域が発生しない。したがって、第１反射シートの反射機能が、第２
反射シートによって充分に補完されるので、第１反射シートの反射率が一様に向上し、光
の利用効率を向上させることができる。
【００７４】
　また、上記の構成をタンデム式の照明装置に適用した場合、上記第１反射シートが、上
記一方の導光体から他方の導光体へ抜ける光を遮蔽する遮蔽機能を、上記第２反射シート
が充分に補完することもできる。したがって、光漏れや、光漏れによる輝度ムラなどが生
じない適切な表示を可能にする。
【００７５】
　本発明の照明装置において、上記第１反射シートは、第１の接着部により、上記導光体
に接着されていることが好ましい。
【００７６】
　第１反射シートと導光体の裏面との間に隙間ができると、その隙間が無い場合より光の
損失が大きくなるので、輝度効率が低下する。したがって、第１反射シートと導光体の裏
面とを第１の接着部によって密着させる方が、輝度効率を向上させることができる。
【００７７】
　なお、第１反射シートと導光体の裏面との密着による輝度効率の向上を図るには、上記
導光体の上記反対側の面における端部分にて、第１反射シートを上記第１の接着部により
接着した構成でもよい。
【００７８】
　本発明の照明装置において、上記第１反射シートは、第２の接着部により、上記第２反
射シートに接着されていることが好ましい。
【００７９】
　第１反射シートと第２反射シートとが、少なくとも一部領域で積層構造を取る場合、両
反射シート間に隙間ができると、その隙間が無い場合より光の損失が大きくなるので、輝
度効率が低下する。したがって、第１反射シートと第２反射シートとを第２の接着部によ
って密着させる方が、輝度効率を向上させることができる。
【００８０】
　本発明の照明装置において、上記第２反射シートは、第３の接着部により、上記導光体
が装着される基板に接着されていることが好ましい。
【００８１】
　各導光体の裏面側に設けられた第２反射シートが、導光体を装着する基板から浮き上が
ってしまうと、その浮き上がった箇所で光の損失が発生する。したがって、第２反射シー
トと基板とを第３の接着部によって密着させる方が、輝度効率を向上させることができる
。
【００８２】
　本発明の面光源装置は、上記の課題を解決するために、上記照明装置の発光面上には、
光学部材が設けられていることを特徴としている。
【００８３】
　光学部材は、例えば、上記照明装置から数ｍｍ程度離間した場所に配置した２～３ｍｍ
厚程度の拡散板である。但し、上記光学部材の厚さ及び上記照明装置からの離間距離は上
記に限定されるものではない。
【００８４】
　さらには、面光源装置として、十分機能する程度の輝度均一性を確保できるように、例
えば、上記拡散板の上面には、数百μｍ程度の拡散シートや、プリズムシートや、偏光反
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射シートなどの複合機能光学シートを積層していてもよい。上記の厚さや構成は例示的で
あり、これに限定されるものではない。
【００８５】
　上記構成によれば、照明装置の発光面に隙間が出来たとしても、薄型で、発光面におけ
る輝度の均一性をより向上させることのできる面光源装置を実現することができる。
【００８６】
　本発明の液晶表示装置は、上記の課題を解決するために、上記面光源装置をバックライ
トとして備えていることを特徴としている。
【００８７】
　上記の構成によれば、薄型で発光面の輝度均一性に優れた面光源装置をバックライトと
して備えているため、表示品位が良好であり、かつ薄型の液晶表示装置を実現することが
できる。
【００８８】
　本発明の照明装置において、上記導光体の出射面における、相対的な暗所に対応する上
記反対側の面側には、少なくとも、上記第１反射シートと上記第２反射シートとが重なり
を持つように設けられていることが好ましい。
【００８９】
　上記構成によれば、上記光源の指向性により、光が届き難い上記導光体の出射面におけ
る、相対的な暗所に対応する上記反対側の面側には、少なくとも、上記第１反射シートと
上記第２反射シートとが重なりを持つように設けられているので、上記導光体の出射面の
輝度均一性をさらに向上させることができる。
【発明の効果】
【００９０】
　本発明の照明装置は、以上のように、第１反射シートは、上記各導光体の出射面を有す
る面の反対側に、上記反対側の面を個々に覆うように設けられており、第２反射シートは
、少なくとも、隣接する２つの上記導光体が重ならないように連なる部分にできる第１の
隙間において、上記第１反射シートが存在しない領域を覆うように、上記２つの導光体間
に跨って、上記導光体の裏面側に設けられている。
【００９１】
　また、本発明の照明装置は、以上のように、第１反射シートは、上記各導光体の出射面
を有する面の反対側に、上記反対側の面を個々に覆うように設けられており、第２反射シ
ートは、少なくとも、隣接する２つの上記導光体が重ならないように連なる部分にできる
第１の隙間において、上記第１反射シートが存在しない領域を覆うように、上記反対側の
面側に設けられている。
【００９２】
　また、本発明の面光源装置は、以上のように、上記照明装置の発光面上には、光学部材
が設けられている。
【００９３】
　また、本発明の液晶表示装置は、以上のように、上記面光源装置をバックライトとして
備えている。
【００９４】
　それゆえ、各導光体間に隙間が出来たとしても、薄型で、発光面における輝度の均一性
をより向上させることのできる照明装置を実現することができるという効果を奏する。
【００９５】
　また、上記照明装置を備えることにより、照明装置の発光面に隙間が出来たとしても、
第１反射シートを複数の導光体に個別に設けることで、長い第１反射シートを使用せずに
、薄型で、発光面における輝度の均一性をより向上させることのできる面光源装置を実現
することができるという効果を奏する。
【００９６】
　また、上記面光源装置をバックライトとして備えることにより、表示品位が良好であり
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、かつ薄型の液晶表示装置を実現することができるという効果を奏する。
【図面の簡単な説明】
【００９７】
【図１】本発明の一実施の形態の液晶表示装置に備えられた照明装置を出射面側から見た
正面図である。
【図２】本発明の一実施の形態の液晶表示装置に備えられた照明装置の側面図である。
【図３】本発明の一実施の形態の液晶表示装置に備えられた照明装置の斜視図である。
【図４】本発明の一実施の形態の液晶表示装置の構成を示す側面図である。
【図５】本発明の他の実施の形態の液晶表示装置に備えられた照明装置を出射面側から見
た正面図である。
【図６】本発明のさらに他の実施の形態の液晶表示装置に備えられた照明装置を出射面側
から見た正面図である。
【図７】図６に示す照明装置のＡＡ線矢視断面図である。
【図８】（ａ）、（ｂ）および（ｃ）は、それぞれ従来の面光源装置の概略構成を示す図
である。
【発明を実施するための形態】
【００９８】
　以下、図面に基づいて本発明の実施の形態について例示的に詳しく説明する。ただし、
この実施の形態に記載されている構成部品の寸法、材質、形状、その相対配置などは、特
に限定的な記載がない限り、この発明の範囲をそれのみに限定する趣旨ではなく、単なる
説明例に過ぎない。以下図１～７に基づいて説明する。
【００９９】
　〔実施の形態１〕
　図４は、本発明の一実施の形態の液晶表示装置５１の概略構成を示す側面図である。
【０１００】
　図４には、光源６と、光源６からの光を面発光させるとともに、一方の導光体５の導光
部５ａに、他方の導光体５の発光部５ｂが乗り上げて配置され得る導光体５との組み合わ
せを複数個備えた照明装置３１によって構成された面光源装置４１をバックライトとして
備えている液晶表示装置５１の構成を示す。
【０１０１】
　図４に示すように、上記液晶表示装置５１は、さらに液晶表示パネル２１を備えており
、上記面光源装置４１（バックライト）は、液晶表示パネル２１の背面に配置され、液晶
表示パネル２１へ向かって光を照射するようになっている。
【０１０２】
　上記導光体５は、上記光源６から出射された光を出射面５ｃから面発光させるものであ
る。図４に図示されているように、上記出射面５ｃは、照射対象である光学部材８に対面
しており、上記光学部材８に対して光を照射するための面である。また、上記出射面５ｃ
は、上記光学部材８を省いて直接、液晶表示パネル２１と対面させることも可能である。
【０１０３】
　以下図１～３を参照して、上記照明装置３１の構成について、詳細に説明する。
【０１０４】
　図１は、本発明の一実施の形態の液晶表示装置５１に備えられた照明装置３１を出射面
５ｃ側から見た正面図である。図２は、上記照明装置３１の側面図である。さらに、図３
は、上記照明装置３１の斜視図である。
【０１０５】
　図２に図示されているように、上記照明装置３１は、出射面５ｃを有する発光部５ｂと
、該発光部５ｂへ上記光源６からの光を導く導光部５ａとを有する導光体５を複数備えて
いる。なお、その複数の導光体５は、一方の導光体５の導光部５ａに、該一方の導光体５
に隣り合う他方の導光体５の発光部５ｂが乗り上げるように配置されている。さらに、上
記照明装置３１は、詳しくは後述する第１反射シート３及び第２反射シート４、上記光源
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６、および上記光源６を配置するための基板７を備えている構成である。これにより、上
記照明装置３１は、上記光源６から出射された光を拡散させて面発光させる働きをする。
【０１０６】
　＜導光体＞
　既に上述したように、導光体は、導光体同士の損傷、照明装置の薄型化、製造上の誤差
等を考慮して、マイナス公差で製造されるのが一般的であり、そのため、導光体間の継ぎ
目部分には、マイナス公差分の隙間が生じ、このような隙間は、上記導光体の出射面が連
なって形成される発光面上においては、非発光領域として見えてしまうのである。したが
って、このように複数の導光体が連なってなる照明装置を表示装置のバックライトとして
用いた場合には、上記発光面上に輝度ムラが発生し、表示画像の品位の低下を招いてしま
う。
【０１０７】
　なお、本発明の一実施の形態の液晶表示装置５１に備えられた照明装置３１において、
上記隙間は、その生成メカニズムによって、以下に詳述するように、導光体が重ならない
ように連なる部分にできる隙間（第１の隙間）と、導光体が重なるように連なる部分にで
きる隙間（第２の隙間）との２種類が存在する。
【０１０８】
　なお、図１および図３に示すように、一方の導光体５の導光部５ａの上に、これと隣り
合う他方の導光体５の発光部５ｂが乗り上げるように配置されていく方向をＤ２方向と呼
び、このＤ２方向において、上記導光体５が重なるように連なっている。また、このＤ２
方向と交差する（略直交する）方向をＤ１方向と呼び、このＤ１方向において、上記導光
体５が重ならないように連なっている。
【０１０９】
　＜導光体が重ならないように連なる部分にできる隙間＞
　導光体５が重ならないように連なる部分にできる第１の隙間１とは、図１および図３に
図示されているように、各導光体５がＤ１方向に連なるときに、隣り合う導光体５同士の
間に発生する隙間を指す。すなわち、上記各導光体５がＤ１方向に連なるときには、上記
隣接する各導光体５間には、重なる部分が全く存在しない。上記隣接する各導光体５間に
、重なる部分が全く存在しないことにより、上記第１の隙間１を覆うために、後述する第
２反射シート４を上記隣接する導光体５間に跨って、設けることが可能となる。
【０１１０】
　＜導光体が重なるように連なる部分にできる隙間＞
　一方、導光体５が重なるように連なる部分にできる第２の隙間２とは、図１および図３
に図示されているように、一方の導光体５の導光部５ａに、該一方の導光体５に隣り合う
他方の導光体５の発光部５ｂが乗り上げるように配置された場合に、上記一方の導光体５
の出射面５ｃと上記他方の導光体５の出射面５ｃの繋ぎ目部分にできる隙間を指す。すな
わち、各導光体５がＤ２方向に連なるときに発生する隙間を指す。このような第２の隙間
２に起因した非発光領域を減らすためには、後述する第２反射シート４を図１および図２
に図示するように、重なる方向（Ｄ２方向）に延在して配置するとよい。
【０１１１】
　なお、第２反射シート４を第２の隙間２の一部を覆う程度にＤ２方向にはみ出させた場
合でも、第２の隙間２に起因した非発光領域による暗線を低減する効果を得ることができ
るが、第２反射シート４を第２の隙間２の全体を覆うように、Ｄ２方向に長くはみ出させ
ることが、上記暗線を低減する効果を大きくするために好ましい。以上のように、本発明
の一実施の形態の液晶表示装置５１に備えられた照明装置３１は、一方の導光体５の導光
部５ａに、該一方の導光体５に隣り合う他方の導光体５の発光部５ｂが乗り上げるように
配置されるタンデム式照明装置であり、上記タンデム式照明装置においては、導光体５が
重ならないように連なる部分にできる第１の隙間１と導光体が重なるように連なる部分に
できる第２の隙間２とがそれぞれ存在する。
【０１１２】
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　また、上記導光体５においては、光源６に面した入射面５ｄから入射された光を上記出
射面５ｃから効率よく出射させるため、導光体５の導光部５ａでの光の損失を最小に抑え
る必要がある。
【０１１３】
　したがって、上記導光部５ａの上面と下面とを略平行に形成することにより、入射され
た光が導光部５ａにおいて、全反射条件を満たした状態で導光されることにより、光量を
維持することができる構成となっている。なお、全反射条件を満たした状態とは、導光体
５の内面で反射される光の入射角（反射角と等しい）が、導光体５を構成する材質によっ
て決まる全反射臨界角を上回る状態のことである。導光体５の内面で反射される光の入射
角が全反射臨界角を下回ると、全反射されずに、導光体の内面から外部へ抜け出てしまう
。
【０１１４】
　また、図４に図示されているように、上記出射面５ｃは、光学部材８と略平行に設けら
れているので、本発明の照明装置３１に光学部材８を組み合わせて、均一な面発光を行な
う面光源装置４１を設計する場合に、上記出射面５ｃから光学部材８までの距離を一定に
することができるため、面発光を均一化するための光学設計が容易になるというメリット
を生み出すことができる。
【０１１５】
　さらには、隣り合う導光体５同士が、照射対象面である上記光学部材８に対し傾斜して
重なるように配置されているので、上記出射面５ｃは、上記導光体５において、上記出射
面５ｃの反対側の面に対して平行ではない。このため、導光体５の形状は、光源６から離
れていくにつれて、細くなるように形成されている。
【０１１６】
　上記のような構成とすることにより、導光体５内を導光されてきた光は、上記光源６か
ら離れていくにつれて、徐々に全反射条件が崩され、上記出射面５ｃから出射されること
となる。
【０１１７】
　上記導光体５は、ポリカーボネート（ＰＣ）、ポリメチルメタクリレート（ＰＭＭＡ）
などの透明樹脂で形成すればよいがこれらに限定されることはなく、導光体として一般的
に使用される材料で形成することができる。導光体５は、例えば射出成型や押出成型、熱
プレス成型、切削加工等によって形成することが可能である。ただし、これら方法には限
定されず、同様の特性が発揮される加工方法であれば、どのような方法でもよい。
【０１１８】
　＜第１反射シート＞
　上記第１反射シート３は、図１～３に図示されているように、上記各導光体５の出射面
５ｃを有する面の反対側に、上記反対側の面を個々に覆うように設けられている。なお、
図１において、第１反射シート３は、図面が複雑になるのを避けるため、一部省略し、一
部分のみ図示している。
【０１１９】
　上記第１反射シート３は、上記導光体５のそれぞれにおける上記反対側の面から抜けて
いく光を反射し、上記導光体５に戻すことにより、個々の導光体５の光利用効率を向上さ
せる役割をしている。なお、より具体的に説明すると、上記第１反射シート３は、図２に
図示されているように、上記各導光体５の出射面５ｃを有する面の反対側の面の法線に対
して、上記導光体５を構成する材質によって決まる全反射臨界角以下で入射することによ
って、上記導光体５を抜けてしまう光Ｌａを反射し、上記導光体５に戻すようになってい
る。
【０１２０】
　＜第２反射シート＞
　上記第２反射シート４は、上述した導光体５が重ならないように連なる部分にできる第
１の隙間１を覆うように、少なくとも、上記２つの導光体５間に跨って、上記第１反射シ
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ート３の上記導光体５側の面の反対側に設けられている。また、図１に示すように、第２
反射シート４は、第１反射シート３に対してＤ１方向にずらして配置されている。
【０１２１】
　なお、図１において、第１反射シート３と同じように、第２反射シート４を図面が複雑
になるのを避けるため、一部省略し、一部分のみ図示しているが、実際は、複数枚の第２
反射シート４が、Ｄ１方向に連続して、すなわち、Ｄ１方向に隣接する第２反射シート４
同士の継ぎ目に隙間を生じさせることなく、ピッタリと隣接するように設けられている。
あるいは、その継ぎ目で、第２反射シート同士が重なりを持つようにして、継ぎ目におけ
る隙間の発生を完全に防止してもよい。
【０１２２】
　また、第２反射シート４のＤ１方向の幅は、少なくとも１つの第１の隙間１を覆うこと
ができさえすればよく、特に限定はされない。例えば、第２反射シート４のＤ１方向の幅
が、導光体５のＤ１方向の幅より短くてもよい。ただし、この場合には、Ｄ１方向に隣り
合う第２反射シート４同士が離間するので、その第２反射シート４同士の間には、第１反
射シート３のみ存在し、第１反射シート３と第２反射シート４とが積層しない領域が発生
する。
【０１２３】
　第１反射シート３と第２反射シート４とが積層しない領域が発生すると、その領域では
、第１反射シート３の後述する反射機能や遮蔽機能を第２反射シート４が補完できないの
で、照明装置３１の性能を高めるには、上記のような領域を発生させないことが好ましい
。上記のような領域を発生させないためには、少なくとも、第２反射シート４のＤ１方向
の幅を、導光体５のＤ１方向の幅に、第１の隙間１のＤ１方向の幅を１つ分加算した値に
するとよい。この幅は、Ｄ１方向に隣接する第２反射シート４同士の継ぎ目に隙間を生じ
させることなく、第２反射シート４をＤ１方向にピッタリとくっつけて配置するための最
小幅となる。
【０１２４】
　あるいは、図１に図示されているように、第２反射シート４が２つの第１の隙間１を同
時に覆うことができるように、第２反射シート４のＤ１方向の幅を、導光体５のＤ１方向
の幅２つ分に、第１の隙間１のＤ１方向の幅を２つ分加算した値にしてもよい。
【０１２５】
　また、Ｄ２方向においては、導光体５が重なるように配置されているため、図１におい
て、上記第２反射シート４は、重なるように図示されている。
【０１２６】
　上記第２反射シート４の形状または、設け方は、これに限定されず、例えば、上記第２
反射シート４が３つ以上の複数の第１の隙間１を覆うように、上記導光体５に対して部分
的に設けられていてもよい。
【０１２７】
　したがって、上記第２反射シート４は、後で詳述するように、長過ぎることが問題とな
らない限り、大きさおよび形状を適宜選択することが可能である。
【０１２８】
　本実施の形態においては、図１に示すように、上記第２反射シート４が、上記第１の隙
間１を覆うように、少なくとも、２つの隣り合う導光体５間に跨って、設けられているこ
とにより、上記第１の隙間１が、反射シートが存在しないために発生する暗所を防ぐこと
ができる。
【０１２９】
　また、さらには、図２に図示されているように、上記第２反射シート４が、上記第２の
隙間２をも覆うように設けられているため、上記第２の隙間２からも反射光Ｌｃを出射さ
せることができる。したがって、上記第２の隙間２に反射シートが存在しないために発生
する暗所を防ぐことができ、薄型で、発光面における輝度の均一性をさらに向上させるこ
とのできる照明装置３１を実現することができる。
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【０１３０】
　また、上記第１反射シート３と上記第２反射シート４とは、少なくとも部分的に重なり
を持つように設けられていることが好ましい。
【０１３１】
　第１反射シート３と第２反射シート４とが部分的に重なりを持つとは、部分的に２層に
積層されていることを意味している。第１反射シート３と第２反射シート４との積層構造
を、少なくとも部分的に採用すれば、導光体５の裏面から抜けていく光を第１反射シート
３が反射して導光体５に戻す反射機能が、積層された第２反射シート４によって補完され
る。これにより、第１反射シート３の反射率が改善されるため、導光体５の輝度効率を改
善することができる。
【０１３２】
　なお、第１反射シート３が設けられた導光体５の上記裏面に設ける第２反射シート４の
面積を大きくするほど、上記積層構造の面積が大きくなるので、第１反射シート３の反射
率が改善され、輝度効率をさらに改善することができる。
【０１３３】
　また、特に、タンデム式の照明装置では、図４に示すように、他方の導光体５の下方に
、一方の導光体５の光源６が位置している。このため、例えば、上記光源６それぞれを独
立的にコントロールし、上記照明装置３１の発光面の輝度を部分的にコントロールするロ
ーカルディミング法などにおいて、他方の導光体５の発光面を暗表示にしたい場合、一方
の導光体の光源６からの光が、他方の導光体５の裏面に設けた第１反射シート３を透過す
ると、暗表示が不十分になったり、暗表示をしたい発光面にムラが発生したりする。
【０１３４】
　このような問題に対して、上記第１反射シート３と第２反射シート４とを積層構造とす
ることにより、第１反射シート３の遮蔽率を改善し、暗表示の適切化および上記ムラの改
善を図ることができる。
【０１３５】
　また、本発明の一実施の形態の液晶表示装置５１に備えられた照明装置３１において、
上記第２反射シート４は、上記一方の導光体５の導光部５ａと上記他方の導光体５の発光
部５ｂとが接する面の少なくとも一部を覆うように設けられていることが好ましく、上記
接する面の全体を覆うように設けられていることがより好ましい。
【０１３６】
　タンデム式の照明装置においては、図４に示すように、上記他方の導光体５の発光部５
ｂの下側に接して、上記一方の導光体５の導光部５ａが配置されている。この場合に、第
２反射シート４は、第１の隙間１を覆うのみならず、上記一方の導光体５の導光部５ａの
上面（出射面側の面）と上記他方の導光体５の発光部５ｂの下面（出射面５ｃと反対側の
面）とが重なる領域の少なくとも一部を覆うように、上記各導光体５の裏面側に設けられ
ている。
【０１３７】
　これにより、上記他方の導光体５の裏面に設けられた第１反射シート３に対して、第２
反射シート４が部分的に積層した構造となる。したがって、既に説明したように、上記他
方の導光体５に設けられた第１反射シート３の反射率の改善効果と、当該第１反射シート
３が、上記一方の導光体５の光源６から出射された光を遮蔽する遮蔽率の改善効果とを得
ることができる。
【０１３８】
　なお、上記接する面の少なくとも一部を覆うように第２反射シート４設ける場合に、上
記一方の導光体５の導光部５ａに設けられた光源６の上方の領域を覆うように設けられて
いることが特に好ましい。これにより、上記一方の導光体５の光源６から出射された光を
最も遮蔽しやすい位置に、上記第２反射シート４を設けることになるので、上記他方の導
光体５に設けられた第１反射シート３が、上記一方の導光体５の光源６から出射された光
を遮蔽する効果を得やすい。
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【０１３９】
　さらに、上記第２反射シート４は、両面反射シートで構成されていることが好ましい。
【０１４０】
　したがって、図２に図示されているように、上記第２反射シート４は、上記導光体５の
それぞれにおける導光部５ａの上面（出射面５ｃ側の面）から抜けていく光Ｌｂを反射し
、上記導光体５に戻すことにより、個々の導光体５の光利用効率を向上させる役割を果た
すことができる。なお、上記第２反射シート４は、上記導光体５の導光部５ａの上面にお
いて前述の全反射条件が崩れた結果、上記導光体５を抜けてしまう光Ｌｂを反射し、上記
導光体５に戻すように構成されている。
【０１４１】
　上記構成によれば、上記第２反射シート４は、上記一方の導光体５に光を戻す役割をす
るため、光の利用効率を向上させることができる。
【０１４２】
　また、さらには、上記第２反射シート４は、上記第１反射シート３とともに、上記一方
の導光体５を抜けてしまった光を遮蔽し、上記他方の導光体５の出射面５ｃから出射する
ことを防止できる。
【０１４３】
　上述した第１の隙間１を覆う際に１枚の反射シートのみを用いた場合は、長い１枚もの
の反射シートを用いて上記第１の隙間１を覆う構成が考えられる。しかし、反射シートの
長さが長くなると、反射シートを導光体に設ける工程において、位置決定や固定が難しく
なり、作業性が落ちるとともに、反射シートの熱収縮により、皺が発生し、反射シートが
導光体から浮きやすくなってしまうなどの問題が発生する。
【０１４４】
　一方、上記の長い反射シートとは逆に、短い反射シートを用いて、上記第１の隙間１を
覆うべく、各導光体５間に跨って反射シートを設けた場合には、反射シートが短いために
、反射シートの繋ぎ目部分に反射シートが存在しない領域が発生してしまうという問題が
ある。
【０１４５】
　したがって、本発明の一実施の形態の液晶表示装置５１に備えられた照明装置３１にお
いては、第１反射シート３および第２反射シート４を備えており、２枚の反射シートを用
いる構成とし、１枚構成の問題の解消を図っている。
【０１４６】
　また、さらに、上記第１反射シート３または、第２反射シート４の長さが長くなると上
述したような問題が発生するため、上記第１反射シート３は、上記各導光体５の裏面を覆
うように導光体５毎に設けており、上記第２反射シート４は、導光体５間に跨って設ける
構成としている。したがって、上記第１反射シート３及び第２反射シート４の形状は、各
導光体５の形状の影響を受ける構成となっている。
【０１４７】
　上記第１反射シート３または、第２反射シート４としては、銀、アルミニウムなどの反
射率の高い物質を蒸着した正反射シートや拡散反射を有する白色反射シートの何れかを用
いることや、上記２枚の反射シートを重ね合わせた反射シートを用いることが可能である
。
【０１４８】
　その中でも、熱的安定性が優れているＰＥＴ系白色反射シートを用いることが好ましい
。ＰＥＴ系白色反射シートは、その構成から大きく分類すると、白色無機粒子をＰＥＴに
添加したタイプ、ＰＥＴと非相溶な樹脂（オレフィン系樹脂など）をＰＥＴに添加したタ
イプ、ＰＥＴシートに炭酸ガスなどを含浸させ発泡させたタイプなどがあるが、何れのタ
イプのものを用いてもよい。
【０１４９】
　また、上記正反射シートを用いる場合には、正反射シートの少なくとも一方の面に凹凸
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を設けたり、白色材料を塗布したりすることにより、正反射シートの少なくとも一方の面
における所望の領域に、容易に拡散反射層を形成することができる。微細な凹凸による拡
散反射は、出射面５ｃにおける輝度ムラの発生をより効果的に抑制することができる。ま
た、特に第１の隙間１付近で微細な凹凸が存在している方が、光を微細な凹凸で散乱させ
て上方（観察者の方向）に光を出射させ光利用効率を上げることができる。
【０１５０】
　上記正反射シートに凹凸を設ける方法としては、例えば、射出成形や金型による成形あ
るいはエンボス加工等により、シートの形成と同時に形成する方法が挙げられる。また、
その他にも、正反射シートの表面に、プリズム加工やドット加工、あるいは、レーザ等に
よる粗面処理等を施す方法が挙げられる。
【０１５１】
　また、第２反射シート４を両面反射シートとして用いる場合には、例えば、両面反射の
反射シートをそのまま用いてもよいし、片面反射シートを市販の接着剤（糊剤）等を用い
て互いに貼り合わせて第２反射シート４として用いることも可能である。
【０１５２】
　なお、上記第１反射シート３と上記第２反射シート４とを設ける順序としては、タンデ
ム式の照明装置３１において、上記第２反射シート４として両面反射シートが用いられる
場合は、図２に図示されているように、上記導光体５の出射面５ｃを有する面の反対側の
面に第１反射シート３を設け、上記第１反射シート３の上記導光体５と対向する面の反対
面に第２反射シート４を設けることが好ましいが、これに限定されることはなく、適宜そ
の順序を変えることもできる。
【０１５３】
　以下、図３および図４を参照して、上述した本発明の一実施の形態の液晶表示装置５１
について、さらに説明を行う。
【０１５４】
　光源６は、図３に図示されているように、導光体５において発光部５ｂから遠い側に位
置する導光部５ａの端部に沿って配置されている。特にその種類に制限があるわけではな
いが、本実施の形態においては、光源６として、発光ダイオード（ＬＥＤ）を用いている
。
【０１５５】
　上記光源６を白色ＬＥＤで構成してもよいし、赤（Ｒ）、緑（Ｇ）、青（Ｂ）という３
色のＬＥＤで構成してもよい。光源６を白色ＬＥＤで構成した場合には、コストを下げる
メリットがある一方、光源６をＲＧＢ－ＬＥＤで構成した場合には、色再現範囲を拡大で
きるメリットがある。
【０１５６】
　なお、光源６をＲＧＢ－ＬＥＤで構成した場合でも、出射面５ｃにおいて白色の光を照
射することができる。また、発光ダイオードの色の組み合わせは、各色のＬＥＤの発色特
性、および、液晶表示装置５１の利用目的に応じて所望とされる面光源装置４１の発色特
性などに基づいて適宜決定することができる。なお、各色のＬＥＤチップが１つのパッケ
ージにモールドされているサイド発光タイプのＬＥＤを用いてもよい。
【０１５７】
　本実施の形態においては、図４に示す液晶表示パネル２１として、面光源装置４１（バ
ックライト）からの光を透過して表示を行う透過型の液晶表示パネルを用いている。
【０１５８】
　なお、液晶表示パネル２１の構成は特に限定されず、適宜公知の液晶パネルを適用する
ことができる。図示は省略するが、液晶表示パネル２１は、例えば、複数のＴＦＴ（薄膜
トランジスタ）が形成されたアクティブマトリクス基板と、これに対向するカラーフィル
タ基板とを備え、これらの基板の間に液晶層がシール材によって封入された構成を有して
いる。
【０１５９】
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　上記基板７は、光源６を配置するためのものであり、輝度向上を図るために白色である
ことが好ましい。なお、基板７の背面（光源６が実装されている面の反対側の面）側には
、図示はしていないが、光源６を構成する各ＬＥＤを点灯制御するためのドライバが実装
されている。すなわち、ドライバは、ＬＥＤとともに同一の基板７に実装されている。同
一基板に実装をすることにより、基板の数を削減できるとともに、基板間を繋ぐコネクタ
等が削減できるため、装置のコストダウンを図ることができる。また、基板の数が少ない
ため、液晶表示装置５１の薄型化を図ることもできる。
【０１６０】
　光学部材８は、拡散板と複合機能光学シートとから構成されており、上記複合機能光学
シートは、拡散、屈折、集光および偏光を含む各種光学的機能から選択された複数の光学
的機能を備えている。
【０１６１】
　上記光学部材８の１つとして、例えば、上記照明装置３１から数ｍｍ程度離間した場所
に配置した２～３ｍｍ厚程度の拡散板を採用することができる。但し、上記拡散板の厚さ
及び上記照明装置３１からの離間距離は上記に限定されるものではない。
【０１６２】
　上記拡散板は、上記出射面５ｃが連なって形成される発光面全体を覆うように、上記発
光面から所定の距離をもって、発光面に対向配置される。上記拡散板は、発光面から出射
した光を拡散させる。
【０１６３】
　さらには、上記面光源装置４１として、十分機能する程度の輝度均一性を確保できるよ
うに、例えば、上記拡散板の上面には、数百μｍ程度の拡散シートや、プリズムシートや
、偏光反射シートなどの複合機能光学シートを積層してもよい。上記の厚さや構成は例示
的であり、これに限定されるものではない。
【０１６４】
　上記複合機能光学シートは、導光体５の前面側に重ねて配置された複数のシートによっ
て構成され、導光体５の出射面５ｃから出射された光を均一化するとともに集光して、液
晶表示パネル２１へ照射するものである。
【０１６５】
　すなわち、上記複合機能光学シートには、光を集光しつつ散乱させる拡散シートや、光
を集光して正面方向（液晶表示パネル２１の方向）の輝度を向上させるレンズシートや、
光の一方の偏光成分を反射して他方の偏光成分を透過することによって液晶表示装置５１
の輝度を向上させる偏光反射シートなどを適用することができる。これらは、液晶表示装
置５１の価格や性能によって適宜組み合わせて使用することが好ましい。
【０１６６】
　本発明の一実施の形態の液晶表示装置５１に備えられた面光源装置４１は、以上のよう
に、光学シートを備えた構成となっている。
【０１６７】
　上記構成によれば、導光体５の発光面に隙間が出来たとしても、薄型で、発光面におけ
る輝度の均一性をより向上させることのできる面光源装置４１を実現することができる。
【０１６８】
　また、本発明の一実施の形態の液晶表示装置５１は、上記面光源装置４１をバックライ
トとして備えている。
【０１６９】
　上記の構成によれば、薄型で発光面の輝度均一性に優れた面光源装置４１をバックライ
トとして備えているため、表示品位が良好であり、かつ薄型の液晶表示装置５１を実現す
ることができる。
【０１７０】
　〔実施の形態２〕
　つぎに、図５に基づいて、本発明の第２の実施形態について説明する。なお、本実施の
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形態において説明すること以外の構成は、上記実施の形態１と同じである。また、説明の
便宜上、上記の実施の形態１の図面に示した部材と同じ機能を有する部材については、同
じ符号を付し、その説明を省略する。
【０１７１】
　図５は、本発明の他の実施の形態の液晶表示装置に備えられた照明装置３１ａを出射面
９ｃ側から見た正面図である。
【０１７２】
　本実施の形態で用いている導光体９は、上述した導光体５と同じように導光部９ａと発
光部９ｂを有するとともに、図５に図示されているように、実施の形態１で用いた導光体
５がＤ１方向に２つ繋がって、１つの導光体９となっている構成である。
【０１７３】
　すなわち、第１サブ導光体９ｄと第２サブ導光体９ｅとで導光体９を構成している。
【０１７４】
　上記照明装置３１ａにおいては、第１反射シート３は、上記各導光体９の出射面９ｃを
有する面の反対側に、上記反対側の面を覆うように設けられているため、上記第１サブ導
光体９ｄと第２サブ導光体９ｅとの間にできる発光面間の隙間１０は、第１反射シート３
によって覆われている。したがって、このような導光体９を用いることにより、第１反射
シート３が設けられていない上述した第１の隙間１を減らすことができる。
【０１７５】
　なお、本実施の形態においては、第２反射シート４は、上記第１の隙間１を覆うように
、上記２つの導光体９間に跨って、設けられている。また、上記第２反射シート４は、上
記第２の隙間２において、Ｄ２方向にはみ出して設けられ、好ましくは、上記第２の隙間
２を覆うように設けられている。
【０１７６】
　本実施の形態においては、２個のサブ導光体から構成される導光体９を用いて例示的に
説明を行ったが、サブ導光体の数は必要に応じて適宜選択可能であることはもちろんであ
る。但し、設ける第１反射シート３または、第２反射シート４の長さが、各シート３、４
の位置決定や固定の困難さ、作業性の低下、皺の発生などの問題を引き起こさないという
条件を満足するように、サブ導光体の数を選択することが好ましい。
【０１７７】
　〔実施の形態３〕
　次に、図６および図７に基づいて、本発明の第３の実施形態について説明する。なお、
本実施の形態において説明すること以外の構成は、上記実施の形態１と同じである。また
、説明の便宜上、上記の実施の形態１の図面に示した部材と同じ機能を有する部材につい
ては、同じ符号を付し、その説明を省略する。
【０１７８】
　図６は、本発明のさらに他の実施の形態の液晶表示装置に備えられた照明装置３１ｂを
出射面１１ａ側から見た正面図である。
【０１７９】
　また、図７は、図６に示す照明装置３１ｂのＡＡ線矢視断面図である。
【０１８０】
　導光体１１は、光源６から出射された光を出射面１１ａから面発光させるものである。
なお、上記出射面１１ａが連なって構成される発光面は、照射対象に対して光を照射する
ための面である。
【０１８１】
　他の構成部材については、実施の形態１と略同様の構成であるため、その説明を省略す
る。
【０１８２】
　本実施の形態において、照明装置３１ｂを構成する導光体１１は、少なくとも２つ以上
で構成される。つまり、照明装置３１ｂは、導光体１１と光源６とを組み合わせて同一平
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面上に複数個並べて構成されている。
【０１８３】
　また、図６及び図７に示すように、本実施の形態の照明装置３１ｂでは、各導光体１１
同士が、互いに重ならないように同一平面上に並んで配置されていることで、複数の導光
体１１の各出射面１１ａが面一状に発光面を形成している。
【０１８４】
　また、図６に図示されているように、２個の光源６Ｌ・６Ｒ（対をなす点状光源）を有
する導光体１１が、縦横に複数個整列して配置されている。このように、照明装置３１ｂ
は、２個の光源６Ｌ・６Ｒを有する複数個の導光体１１がタイルを敷き詰めるように並ん
で配置されているため、タイル式の照明装置と呼ばれる。
【０１８５】
　なお、光源６Ｌ・６Ｒを導光体１１の中央に配置した構成や、導光体１１の４辺に複数
配置した構成としてもよい。
【０１８６】
　また、本実施の形態においては、２個の光源６Ｌ・６Ｒが、長方形状の導光体１１の対
向する２辺の中央部付近に配置している構成を用いて例示的に説明をしたが、上記光源の
数や配置は、必要に応じて、適宜選択することができる。
【０１８７】
　なお、図６に示すように、長方形状の導光体１１おいて、２個の光源６Ｌ・６Ｒが対向
配置している方向をＤ２方向と呼び、このＤ２方向と交差する（略直交する）方向をＤ１
方向と呼ぶ。
【０１８８】
　また、図７に図示されているように、上記各光源６Ｌ・６Ｒは、それぞれ導光体１１の
内部に設けられた空洞状の凹部１１ｂ内に収められ、互いに対向するように配置されてい
る。なお、各光源６Ｌ・６Ｒは基板１２の上に載せられている。そして、図７に示すよう
に、各光源６Ｌ・６Ｒからの光の出射方向が、一方の光源からの光が他方の光源に向かっ
て照射されるように、各光源６Ｌ・６Ｒからの光の出射方向が設定されている。
【０１８９】
　このように、上記構成によれば、対向する２個の光源６Ｌ・６Ｒが配置されている。
【０１９０】
　すなわち、光源６Ｌおよび光源６Ｒを、それぞれの光源からの光が導光体１１の内部に
入射するように向かい合って配置することで、各光源による発光領域を重ね合わせて導光
体１１の出射面１１ａ全域から発光を得ることができる。本実施の形態では、このような
照明装置３１ｂを用いることにより、暗部のない大型のバックライトを得ることができる
。
【０１９１】
　以上のように、上記光源６Ｌ・６Ｒから出射された光は、散乱作用と反射作用を繰り返
しながら導光体１１内を伝播し、出射面１１ａから出射し、図示してない上述した光学部
材８を通り液晶表示パネル２１に到達する構成となっている。
【０１９２】
　しかしながら、タイル式の照明装置３１ｂにおいても、上述した第１の隙間１が発生す
るという問題がある。すなわち、図６および図７に示すように、上記照明装置３１ｂにお
いては、第１反射シート３は、上記基板１２間を覆うように、上記各導光体１１の出射面
１１ａの反対側の面に個々に設けられる構成であるため、上記各導光体１１が重ならない
ように連なる部分には、第１反射シート３が存在しない上記第１の隙間１が発生すること
となる。
【０１９３】
　これに対し、本実施の形態においては、図６に斜線部として示すように、第２反射シー
ト４が、上記第１の隙間１において、上記基板１２によって覆われていない部分を覆うよ
うに設けられている。具体的には、上記各導光体１１が重ならないようにＤ１方向に連な
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ることによって形成された第１の隙間１については、上記基板１２が存在していないので
、第２反射シート４を設けている。
【０１９４】
　一方、上記各導光体１１が重ならないようにＤ２方向に連なることによって形成された
第１の隙間１については、上記基板１２が覆っているため、第２反射シート４を設けてい
ない。上記基板１２は、光源６Ｌ・６Ｒの出射光を反射して各出射面１１ａの輝度向上を
図るために白色であることが好ましく、第２反射シート４と同等の反射機能を有している
ことがより好ましい。
【０１９５】
　上記構成によれば、各導光体が互いに重ならないように並んで配置される照明装置（タ
イル式照明装置）においても、各導光体間に隙間が出来たとしても、薄型で、発光面にお
ける輝度の均一性をより向上させることのできる照明装置を実現することができる。
【０１９６】
　また、タイル式の照明装置３１ｂにおいても、上記第１反射シート３と第２反射シート
４とが、少なくとも部分的に重なりを持つように設け、積層構造を採ることによって、第
１反射シート３の反射率を向上させる効果を得ることができる。この効果は、第２反射シ
ート４の面積を大きくして、積層構造の面積を大きくするほど増大する。すなわち、タイ
ル式の照明装置３１ｂにおいても、導光体１１の裏面に、第１反射シート３のみが存在す
る領域を生じさせないように、Ｄ１方向に隣接する第２反射シート４同士の継ぎ目に隙間
を生じさせることなく、第２反射シート４をＤ１方向にピッタリとくっつけて配置するか
、あるいは、その継ぎ目において、第２反射シート４同士に重なりを持たせることが、第
１反射シート３の反射率を向上させ、さらに、第１反射シート３の反射率を均一にする上
で好ましい。
【０１９７】
　以上説明した照明装置３１、３１ａ、３１ｂにおいて、上記第１反射シート３は、図２
および図７に示すように、接着層１３（第１の接着部）により、上記導光体５（または１
１）に接着されていることが好ましい。
【０１９８】
　第１反射シート３と導光体５（または１１）の裏面との間に隙間ができると、その隙間
が無い場合より光の損失が大きくなるので、輝度効率が低下する。したがって、第１反射
シート３と導光体５（または１１）の裏面とを上記接着層１３によって密着させる方が、
輝度効率を向上させることができる。
【０１９９】
　なお、第１反射シート３と導光体５（または１１）の裏面との密着による輝度効率の向
上を図るには、上記導光体５（または１１）の上記裏面における端（外周）部分にて、第
１反射シート３を接着した構成でもよい。
【０２００】
　さらに、上記照明装置３１、３１ａ、３１ｂにおいて、上記第１反射シート３は、図２
および図７に示すように、接着層１４（第２の接着部）により、上記第２反射シート４に
接着されていることが好ましい。
【０２０１】
　第１反射シート３と第２反射シート４とが、少なくとも一部領域で積層構造を取る場合
、両反射シート３・４間に隙間ができると、その隙間が無い場合より光の損失が大きくな
るので、輝度効率が低下する。したがって、第１反射シート３と第２反射シート４とを接
着層１４によって密着させる方が、輝度効率を向上させることができる。
【０２０２】
　さらに、上記第２反射シート４は、図２および図７に示すように、接着層１５（第３の
接着部）により、上記導光体５（または１１）が装着される基板７・１６に接着されてい
ることが好ましい。
【０２０３】
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　各導光体５（または１１）の裏面側に設けられた第２反射シート４が、導光体５（また
は１１）を装着する基板７・１６から浮き上がってしまうと、その浮き上がった箇所で光
の損失が発生する。したがって、第２反射シート４と基板７・１６とを接着層１５によっ
て密着させる方が、輝度効率を向上させることができる。
【０２０４】
　以上で説明した照明装置３１、３１ａ、３１ｂにおいて、導光体５・９・１１の出射面
５ｃ・９ｃ・１１ａにおける、相対的な暗所には、少なくとも、上記第１反射シート３と
上記第２反射シート４とが重なりを持つように設けられていることが好ましい。
【０２０５】
　上記構成によれば、上記光源６・６Ｌ・６Ｒの指向性により、光が届き難い上記導光体
５・９・１１の出射面５ｃ・９ｃ・１１ａにおける、相対的な暗所、例えば、上記出射面
５ｃ・９ｃ・１１ａ上の数箇所を測定して求めた平均発光量より低い発光量を示す領域に
おいては、少なくとも、上記第１反射シート３と上記第２反射シート４とが重なりを持つ
ように設けることができる。
【０２０６】
　よって、上記低い発光量を示す領域において、反射率が向上され、上記導光体の出射面
の輝度均一性をさらに向上させることができる。
【０２０７】
　本発明は上記した各実施の形態に限定されるものではなく、請求項に示した範囲で種々
の変更が可能であり、異なる実施の形態にそれぞれ開示された技術的手段を適宜組み合わ
せて得られる実施の形態についても本発明の技術的範囲に含まれる。
【産業上の利用可能性】
【０２０８】
　本発明は、液晶表示装置のバックライトなどとして利用される照明装置と、その照明装
置を備えた面光源装置と、その面光源装置を備えた液晶表示装置とに適用することができ
る。
【符号の説明】
【０２０９】
　　　１、２、１０　　　　　　　　隙間
　　　３　　　　　　　　　　　　　第１反射シート
　　　４　　　　　　　　　　　　　第２反射シート
　　　５、９、１１　　　　　　　　導光体
　　　５ａ、９ａ　　　　　　　　　導光部
　　　５ｂ、９ｂ　　　　　　　　　発光部
　　　５ｃ、９ｃ、１１ａ　　　　　出射面
　　　６、６Ｌ、６Ｒ　　　　　　　光源
　　　７、１６　　　　　　　　　　基板
　　　８　　　　　　　　　　　　　光学シート
　　　１３　　　　　　　　　　　　第１の接着部
　　　１４　　　　　　　　　　　　第２の接着部
　　　１５　　　　　　　　　　　　第３の接着部
　　　３１、３１ａ、３１ｂ　　　　照明装置
　　　４１　　　　　　　　　　　　面光源装置
　　　５１　　　　　　　　　　　　液晶表示装置
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